
野田市告示第315号

　　  野田市道路線供用開始に関する告示

　 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第２項の規定に基づき、次のように市道の供用を開始する。

　 その関係図面は、野田市役所土木部管理課において一般の縦覧に供する。

       縦覧期間    　  令和　４年　１２月　１６日から　令和　４年　１２月　３０日まで

                  　  （但し、野田市の休日を定める条例第１条第１項各号に規定する日を除く）

       令和　４年　１２月　１６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市長　　　　鈴　木　　有
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整理
路線番号 路　　線　　名 供　　用　　開　　始　　の　　区　　間 備　　　考

番号

1 １ ４ ４ ０ 野 田 市 駅 愛 宕 線
野田字精進場　７９０番１地先

野田字弁天谷津　１６８番１地先

2 １ ２ ２ ３ ４ 川 間 １ ２ ２ ３ ４ 号 線
船形字松山　２７０９番３地先

船形字松山　２７６４番１地先

3 １ ２ ２ ３ ５ 川 間 １ ２ ２ ３ ５ 号 線
船形字松山　２７４８番地先

船形字松山　２７４９番地先
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整理
路線番号 路　　線　　名 供　　用　　開　　始　　の　　区　　間 備　　　考

番号

4 １ ２ ２ ３ ６ 川 間 １ ２ ２ ３ ６ 号 線
船形字松山　２７５２番地先

船形字松山　２７６７番地先

5 ３ １ ３ ４ ２ 中 央 ３ １ ３ ４ ２ 号 線
野田字愛宕裏　７４０番２地先

清水字下原付　２６９番１６地先

6 ３ １ ３ ４ ４ 中 央 ３ １ ３ ４ ４ 号 線
野田字山王山下　７７８番２地先

野田字山王山下　７７８番２地先

7 ５ ２ ３ ２ ０ 南 部 ５ ２ ３ ２ ０ 号 線
山崎字東大和田　１４１１番４４地先

山崎字東大和田　１４６２番２地先

8 ８ ２ ４ ０ ８ 関 中 ８ ２ ４ ０ ８ 号 線
なみき二丁目　２０番１６地先

なみき二丁目　２０番３１地先


